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Ⅰ 調査の概要

１ 調査の目的
平成１３年事業所・企業統計調査は，我が国すべての事業所及び企業

を対象として，事業の種類や従業者数等，事業所及び企業の基本的事項
を調査し，行政施策のための基礎資料並びに各種統計調査実施のための
事業所及び企業の名簿を得ることを目的として実施した。

２ 調査の根拠
統計法（昭和２２年法律第１８号）の規定に基づき指定された指定統

計第２号
事業所・企業統計調査規則（昭和５６年総理府令第２６号）

３ 調査期日
平成１３年１０月１日現在

４ 調査の体系
甲調査と乙調査に分けて実施した。

調査の種類 調 査 対 象 調 査 組 織

総務大臣 － 都道府県知事 － 市町村長
甲 民営事業所 － 統計調査員（指導員）－ 統計調査員

（調査員）

国及び地方公共団体の事業 ・総務大臣 － 各府省等の長 （－独立行
乙 所(独立行政法人を含む。) 政法人)

・総務大臣 － 都道府県知事
・総務大臣 － 都道府県知事 － 市町村長

５ 調査の対象
調査日現在，国内に所在するすべての事業所。ただし，次の事業所

は対象外とした。

（１）日本標準産業分類（平成５年１０月４日総務庁告示第６０号）の
「大分類Ａ－農業 「大分類Ｂ－林業 「大分類Ｃ－漁業」に属す」， 」，
る個人経営の事業所。

（２）同日本標準産業分類の「小分類７４１家事サービス業（住込みの
もの 「同７４２家事サービス業（住込みでないもの 」及び「中）」， ）
分類９６－外国公務」に属する事業所。

６ 調査事項

（１）甲調査・・・・名称，所在地，経営組織等

（２）乙調査・・・・名称，所在地，職員数等
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Ⅱ 用語の解説，利用上の注意

１ 用語の解説

（１）事業所

事業所とは，経済活動の場所ごとの単位であって，原則として次の
用件を備えているものをいう。

① 経済活動が，単一の経営主体のもとで一定の場所（一区画）を占
めて行われていること。

② 物の生産，サービスの提供が，従業者と設備を有して，継続的に
行われていること。

すなわち，一般に，商店，工場，事務所，営業所，銀行，学校，
病院，寺院，旅館などと呼ばれているものが事業所である。

（２）事業所の産業分類

事業所が主に行っている事業（原則として過去１年間の販売額又は
収入額の多いもの）の種類により，原則として日本標準産業分類（平
成５年１０月総務庁告示第６０号）によって分類したものを言う。一
部の分類項目については，小分類項目を更に分割した事業所・企業統
計調査独自の分類を使用している。
なお，平成１４年３月に日本標準産業分類が改訂されたが，ここで

は改訂前の分類を用いている。

（３）従業者

従業者とは，調査日現在，当該事業所に所属して働いているすべて
の人をいう。したがって，他の会社や下請先などの別経営の事業所へ
派遣している人も含まれる。
一方，当該事業所で働いている人であっても，他の会社や下請先など
の別経営の事業所から派遣されているなど，当該事業所から賃金・給
与(現物給与を含む ）を支給されていない人は従業者に含めない。。
なお，個人経営の事業所の家族従業者は賃金・給与を支給されてい
なくても従業者とした。

① 個人業主

個人の事業所で，実際にその事業所を経営している人をいう。

② 無給の家族従業者

個人業主の家族で，賃金・給与を受けずに，事業所の仕事を手伝
っている人をいう。家族であっても，実際に雇用者並みの賃金・給
与を受けて働いている人は 「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に，



- 3 -

含める。

③ 有給役員

法人・団体の役員（常勤・非常勤を問わない。）で給与を受けて
いる人をいう。
なお，重役や理事などであっても，事務職員，労務職員を兼ねて
一定の職務に就き，一般職員と同じ給与規則によって給与を受けて
いる人は 「常用雇用者」に含める。，

④ 常用雇用者

事業所に常時雇用されている人をいう。
なお，常時雇用されている人とは，期限を定めずに雇用されている
人若しくは１ヶ月を超える期間を定めて雇用されている人又は平成
１３年８月と９月にそれぞれ１８日以上雇用されている人をいう。

＜正社員・正職員＞
常用雇用者のうち，一般に「正社員 「正職員」などと呼ばれ」，

ている人をいう。

＜正社員・正職員以外＞
常用雇用者のうち，一般に「正社員 「正職員」などと呼ばれ」，

ている人以外で，「嘱託」，「パートタイマー」，「アルバイト」また
はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。

⑤ 臨時雇用者

常用雇用者以外の雇用者で，１ヶ月以内の期間を定めて雇用され
ている人又は日々雇用されている人をいう。

⑥ 派遣・下請従業者（別経営の事業所からの）

労働者派遣法にいう派遣労働者，在籍出向など出向元に籍があり
ながら当該事業所に来て働いている人のほか，下請として他の会社
など別経営の事業所から来て働いている人をいう。

（４） 新設事業所

平成８年事業所・企業統計調査の調査日（平成８年１０月１日）の
翌日以後に開設した事業所のほか，他の場所から移転してきた事業所
をいう。

（５） 廃業事業所

平成８年事業所・企業統計調査の調査日の翌日以後に廃業した事業
所のほか，他の場所に移転した事業所をいう。
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２ 利用上の注意

（１） 地域区分

① 県北地域
日立市，常陸太田市，高萩市，北茨城市，ひたちなか市，那珂郡

② 県央地域
水戸市，笠間市，東茨城郡，西茨城郡

③ 鹿行地域
鹿嶋市，潮来市，鹿島郡，行方郡

④ 県南地域
， ， ， ， ， ， ，土浦市 石岡市 龍ケ崎市 取手市 牛久市 つくば市 稲敷郡

新治郡，筑波郡，北相馬郡

⑤ 県西地域
古河市，下館市，結城市，下妻市，水海道市，岩井市，真壁郡，
結城郡，猿島郡

（２）市町村別結果の数値について

平成８年の市町村別の数値については，その後市町村を単位とす
る廃置分合があった場合には，平成１３年１０月１日現在の市町村
の境域に組み替えて表示している。また，市町村名は平成１３年
１０月１日現在のものである。

（３） 表中の記号について

「－ ：該当のないもの，調査あるいは集計をしていないもの及び」
「 」 。対前回増加率ついて分母が ０ で計算できないものを示す

「▲ ：増加数及び増加率がマイナスのものを示す。」

「０ ：単位未満であることを示す。なお構成比については，小数」
点以下第２位を四捨五入しているため，合計と内訳の計が一
致しないことがある。

（４） 統計表について
「統計表」は，総務省統計局のデータを転載しています。

（５） この報告書に関する問い合わせ先

〒310－8555 茨城県水戸市笠原町９７８番６
茨城県企画部統計課商工農林グループ
電話 029-301-2656 直通
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Ⅲ 結果の概要
１ 事業所数

事 業 所 数 １３５，３８３事業所（全国第１４位）
対前回（平成８年）増加数 ▲６，３８５事業所（全国第３２位）
対前回（平成８年）増加率 ▲４．５％（全国第１７位）

うち民営事業所数 １３０，５３８事業所
新設事業所数（平成８年１０月２日～１３年１０月１日）

３０，２３９事業所
廃業事業所数（平成８年１０月２日～１３年１０月１日）

３５，４０８事業所

（１） 事業所数の概要
① 事業所数の推移

事業所数が，昭和２９年（第４回調査）以来初めて減少

平成１３年事業所・企業統計調査（以下「今回調査」という ）による平成。
１３年１０月１日現在の茨城県における事業所数は１３５，３８３事業所で，
平成８年事業所・企業統計調査（以下「前回調査」という。）と比べて
６，３８５事業所の減（４．５％減）となった。また，昭和２９年（第４回
調査）以来初めて事業所数が減少した。
増加率の推移をみると，昭和６１年～平成３年は３．０％（年率０．６％）
増，平成３年～８年は２．９％（年率０．５％）増と推移してきたが，前回
調査～今回調査では ４．５％（年率０．９％）減となった。
この期間の民営の新設事業所数は３０，２３９事業所，同じく廃業事業所

数は３５，４０８事業所で、廃業が新設を上回った。
(第１表 第１図 第２図)， ，

第１表 事業所数の推移（昭和６１年～平成１３年）

昭和６１年 平成３年 平成８年 平成１３年

事 業 所 数 133,811 137,807 141,768 135,383

うち 民 営 事 業 所 数 129,435 133,385 137,212 130,538

うち国・地方公共団体 (※1)4,376 4,422 4,556 (※2)4,845

増 加 数 8,408 3,996 3,961 ▲6.385

増 加 率 ％ 6.7 3.0 2.9 ▲4.5（ ）

年 率 ％ 1.3 0.6 0.5 ▲0.9（ ）

指 数 平成８年＝１００ 94 97 100 95（ ）

(※1)旧日本国有鉄道（現ＪＲ各社）を含む。 (※2)独立行政法人を含む
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② 全国における茨城県の状況

本県の事業所数は，前回調査と変わらず全国１４位

全国の事業所総数は６，３５０，１０１事業所で，前回調査と比較して，
３６６，９２４事業所の減（５．５％減）となった。また，全ての都道府県
で事業所数が減少した。

（ ， ）第２表 第３表
第２表 都道府県別事業所数と構成比 ─上位１０都道府県─

平 成 １３ 年 平 成 ８ 年 構成比（％）
順 位 都道府県名 事業所数 順 位 事業所数 １３年 ８年
－ 全 国 6,350,101 － 6,717,025 100.0 100.0

１ 東 京 都 724,769 １ 771,656 11.4 11.5
２ 大 阪 府 483,964 ２ 533,565 7.6 7.9
３ 愛 知 県 360,358 ３ 381,542 5.7 5.7
４ 神奈川県 309,441 ４ 326,566 4.9 4.9
５ 北 海 道 270,504 ５ 287,173 4.3 4.3
６ 埼 玉 県 266,775 ６ 277,180 4.2 4.1
７ 兵 庫 県 252,132 ７ 264,826 4.0 3.9
８ 福 岡 県 242,611 ８ 253,276 3.8 3.8
９ 静 岡 県 207,923 ９ 218,056 3.3 3.2
１０ 千 葉 県 206,793 １０ 214,707 3.3 3.2
１４ 茨 城 県 135,383 １４ 141,768 2.1 2.1

第１図　事業所数の推移（昭和６１年～平成１３年）
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第３表 都道府県別事業所数増加数及び事業所数増加率
─上位１０都道府県─

増 加 数（Ｈ８～Ｈ１３） 増 加 率（Ｈ８～Ｈ１３）
順 位 都道府県名 実 数 順 位 都道府県名 率（％）
─ 全 国 ▲366,924 ─ 全 国 ▲5.5

１ 佐賀県 ▲1,368 １ 大分県 ▲2.1
２ 大分県 ▲1,401 ２ 岩手県 ▲2.8
３ 奈良県 ▲1,680 ３ 佐賀県 ▲3.0
４ 鳥取県 ▲1,921 ４ 奈良県 ▲3.1
５ 滋賀県 ▲2,000 ５ 滋賀県 ▲3.1
６ 島根県 ▲2,055 ６ 沖縄県 ▲3.3
７ 岩手県 ▲2,090 ７ 宮城県 ▲3.3
８ 宮崎県 ▲2,322 ８ 長野県 ▲3.5
９ 沖縄県 ▲2,509 ９ 宮崎県 ▲3.6
１０ 高知県 ▲2,680 １０ 青森県 ▲3.6
３２ 茨城県 ▲6,385 １７ 茨城県 ▲4.5
（注）事業所の減少数が少ない，また減少率の少ない上位都道府県

（２） 産業別事業所数
① 産業大分類別事業所数

全産業に占める「サービス業」の割合が上昇し 「卸売・小売業，飲食店」，
の割合が低下

県内の事業所数を産業大分類別にみると，「卸売・小売業，飲食店」が
， （ ． ） ， 「 」，５３ ３３９事業所 構成比３９ ４％ で最も多く 次いで サービス業

「建設業 「製造業」となっている。」，
また，前回調査と比較して増加した産業（大分類）は「農業」が１８．２

％増と最も高く，次いで「運輸・通信業」が８．２％増 「漁業」が４．５％，
増など６産業となっている。
これに対し減少した産業（大分類）は 「鉱業」が２１．３％減と最，

も高く，次いで「製造業」が１４．３％減，「卸売・小売業，飲食店」が
７．４％減など６産業となっている。
産業大分類別の構成比は 「サービス業 「運輸・通信業」などは上昇して， 」，

いるのに対し，事業所数が最も多い「卸売・小売業，飲食店」は，低下して
いる。
また，産業部門別の構成比の推移は 「第１次産業」はほとんど変化してい，

ないのに対して 「第２次産業」は１．５ポイント減少し 「第３次産業」は， ，
１．４ポイント増加している。

（第４表，第３図）
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第４表 産業大分類別事業所数，構成比及び増加率の推移

事 業 所 数 増 加 率 構 成 比 （％）
産 業 大 分 類

平成８年 平成１３年 （％） 平成８年 平成１３年

全 産 業 141,768 135,383 ▲4.5 100.0 100.0

Ａ～Ｃ 第１次産業 462 537 16.2 0.3 0.4
Ａ 農 業 407 481 18.2 0.3 0.4
Ｂ 林 業 33 33 0.0 0.0 0.0
Ｃ 漁 業 22 23 4.5 0.0 0.0

Ｄ～Ｆ 第２次産業 36,211 32,564 ▲10.1 25.5 24.1
Ｄ 鉱 業 127 100 ▲21.3 0.1 0.1
Ｅ 建 設 業 19,669 18,390 ▲ 6.5 13.9 13.6
Ｆ 製 造 業 16,415 14,074 ▲14.3 11.6 10.4

Ｇ～Ｍ 第３次産業 105,095 102,282 ▲2.7 74.1 75.6
Ｇ 電・ガス・熱・水 265 263 ▲0.8 0.2 0.2
Ｈ 運 輸・通 信 業 3,566 3,858 8.2 2.5 2.8
Ｉ 卸・小売・飲食店 57,584 53,339 ▲7.4 40.6 39.4
Ｊ 金 融 ・ 保 険 業 1,916 1,919 0.2 1.4 1.4
Ｋ 不 動 産 業 4,276 4,410 3.1 3.0 3.3
Ｌ サ ー ビ ス 業 36,333 37,350 2.8 25.6 27.6
Ｍ 公 務 1,155 1,143 ▲1.0 0.8 0.8

第３図　産業大分類別事業所数の構成比の推移
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② 産業小分類別事業所数の概要

・ 老人福祉事業 「労働者派遣業」で，事業所数，従業者数共に大幅な「 」，
増加
上位１５産業のうち８産業は「サービス業」・

従業者数が５，０００人以上の産業（小分類）について事業所数を前回調
査と比較すると，老人ホームなどの「老人福祉事業」が８４．１％増と増加
率が最も高く，次いで「労働者派遣業」が７２．２％増 「ソフトウエア業」，
が３５．１％増となっている。
なお 上位１５産業のうち ８産業 老人福祉事業 労働者派遣業 ソ， ， （「 」，「 」，「
フトウエア業 「高等教育機関 「建物サービス業 「他に分類されない事」， 」， 」，
業サービス業 「学習塾 「歯科診療所 ）がサービス業に属している。」， 」， 」

（ ）第５表

第５表 事業所数が大幅に増加した産業

（従業者数５，０００人以上の産業小分類，事業所数の増加率上位１５産業）

順 事 業 所 数 従 業 者 数

位 産 業 小 分 類 実 数 増 加 率 実 数 増 加 率

1 老人福祉事業 313 84.1% 7,037 84.5%

2 労働者派遣業 62 72.2 5,812 64.4

3 ソフトウエア業 273 35.1 8,181 ▲10.6

4 高等教育機関 ※1 53 26.2 7,210 14.1

5 民生用電気機械器具製造業 117 21.9 5,119 ▲5.3

6 建物サービス業 332 20.3 11,909 14.5

7 他に分類されない事業サービス業 ※2 551 17.5 10,757 10.8

8 自動車小売業 2,099 12.1 14,967 ▲1.5

9 電子計算機・同付属品製造業 56 12.0 6,009 ▲22.3

10 百貨店 59 11.3 11,478 3.9

11 学習塾 1,113 10.9 5,852 ▲5.0

12 歯科診療所 1,235 10.8 6,634 9.1

13 その他の飲食料品小売業 1,698 10.4 5,322 24.6

14 電線・ケーブル製造業 58 9.4 6,949 ▲5.8

15 医薬品・化粧品小売業 1,848 7.7 9,921 39.8

（注）

※1 大学、短期大学、高等専門学校

※2 ディスプレイ業，産業用設備洗浄業，看板書き業，商品展示所等



- 10 -

織物製外衣・シャツ製造業 「建築工事業（木造建築工事業を除く ，・「 」， ）」
「一般土木建築工事業」で，事業所数，従業者数共に大幅に減少
・上位１５産業のうち１２産業は 「製造業 「卸売・小売業，飲食店」， 」，

同様に事業所数が大幅に減少した産業（小分類）をみると 「織物製外衣・，
シャツ製造業」が２９．８％減 「建築工事業（木造建築工事業を除く 」が， ）
２８．９％減と，大幅な減少となっている。
また，上位１５産業のうち，１２産業（ 織物製外衣・シャツ製造業 「バ「 」，

ー，キャバレー，ナイトクラブ 「電子部品・デバイス製造業 「各種食料」， 」，
品小売業 「家庭用機械器具小売業 「書籍文房具小売業 「パン・菓子製」， 」， 」，
造業 酒小売業 産業用電気機械器具製造業 菓子・パン小売業 建」，「 」，「 」，「 」，「
設用・建築用金属製品製造業 「自動車・同付属品製造業 ）が 「製造業 ，」， 」 ， 」
「卸売・小売業，飲食店」に属している。

（第６表）
第６表 事業所数が大幅に減少した産業

（従業者数５，０００人以上の産業小分類，事業所数の減少率が大きい上位１５産業）

順 事 業 所 数 従 業 者 数

位 産 業 小 分 類 実 数 増 加 率 実 数 増 加 率

1 織物製外衣・シャツ製造業 ※1 604 ▲29.8% 5,856 ▲35.6%

2 建築工事業（木造建築工事業を除く） 651 ▲28.9 5,952 ▲29.6

3 農林水産業協同組合 ※2 392 ▲24.0 6,357 ▲14.6

4 一般土木建築工事業 576 ▲23.3 8,607 ▲27.7

5 バー，キャバレー，ナイトクラブ 2,735 ▲20.6 10,649 ▲15.2

6 電子部品・デバイス製造業 372 ▲20.2 17,801 3.7

7 各種食料品小売業 2,634 ▲20.1 41,922 8.1

8 家庭用機械器具小売業 1,146 ▲19.1 5,564 ▲14.6

9 書籍文房具小売業 1,037 ▲19.0 15,522 ▲ 1.9

10 パン・菓子製造業 208 ▲18.1 8,379 ▲ 3.5

11 酒小売業 1,721 ▲16.9 5,016 ▲22.7

12 産業用電気機械器具製造業 ※3 467 ▲16.6 18,104 ▲30.9

13 菓子・パン小売業 2,095 ▲15.4 8,697 ▲ 3.7

14 建設用・建築用金属製品製造業※４ 723 ▲14.9 12,906 ▲10.4

15 自動車・同付属品製造業 516 ▲14.4 12,000 ▲ 1.2

正式な産業分類項目名

※1 織物製（不綿布製及びレース製を含む）外衣・シャツ製造業（和式を除く）

※2 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）

※3 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業

※4 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む。)
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（３） 経営組織別事業所数

個人事業所数は９．８％の減少，法人事業所は２．３％の増加

経営組織別に事業所数をみると，民営が１３０，５３８事業所（構成比
９６．４％)，国・地方公共団体が４，８４５事業所（同３．６％）となって
いる。
民営の内訳は，個人経営が７２，６８２事業所（同５３．７％）で法人が

５７，５７８事業所（同４２．５％）となっている。
一方，国・地方公共団体の内訳は国が７９５事業所，独立行政法人が４５

事業所，地方公共団体が４，００５事業所となっている。
経営組織別に増加率を見ると，地方公共団体のその他（市町村広域事務組

合等）が１５．２％増，市町村の事業所が８．４％増，会社以外の法人（社
団法人，医療法人，社会福祉法人等）が７．４％増となっている一方で，外
国会社が４４．４％減，法人でない団体（後援会，同窓会，学会等）が
３１．０％減，相互会社が２４．２％減となっている。
民営事業所の経営組織別構成比の推移をみると，個人が５６．８％から
５３．７％へと３．１ポイント低下しているのに対し，法人は３９．７％か
ら４２．５％へと２．８ポイント増加している。

（ ）第７表
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第７表 経営組織別事業所数，構成比の推移及び増加率

事 業 所 数 増加率 構 成 比 （％）

平成８年 平成１３年 （％） 平成８年 平成１３年

総 数 141,768 135,383 ▲4.5 100.0 100.0

民営事業所数 137,212 130,538 ▲4.9 96.8 96.4

個 人 80,547 72,682 ▲9.8 56.8 53.7

法 人 56,262 57,578 2.3 39.7 42.5

株 式 会 社 29,980 30,354 1.2 21.1 22.4

有 限 会 社 20,636 21,360 3.5 14.6 15.8

合名・合資会社 473 412 ▲12.9 0.4 0.3

相 互 会 社 310 235 ▲24.2 0.2 0.2

外 国 会 社 9 5 ▲44.4 0.0 0.0

会社以外の法人 4,854 5,212 7.4 3.4 3.8

法人でない団体 403 278 ▲31.0 0.3 0.2

国・地方公共団体 4,556 4,845 6.3 3.2 3.6

国 810 795 ▲1.9 0.6 0.6

独立行政法人 － 45 － － 0.0

地方公共団体 3,746 4,005 6.9 2.6 3.0

県 699 690 ▲1.3 0.5 0.5

市 町 村 2,863 3,103 8.4 2.0 2.3

そ の 他 184 212 15.2 0.1 0.2
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（４） 従業者規模別の事業所数

「１～４人」規模の事業所数の構成比の割合は、調査ごとに減少し全体の
６０．１％

従業者規模別に県内の事業所数をみると 「１～４人」規模が８１，４３１，
事業所（構成比６０．１％）で最も多く，次いで「５～９人 「１０～１９」，
人 「２０～２９人」の順となっている。」，
また，過去５年間の増加率をみると「１００～１９９人」規模が７．６％

と大きく増加し，次いで「２０～２９人」規模が０．１％増となっているほ
かは，いずれの規模も減少している。
構成比の推移をみると 「１～４人」規模の割合が低下した分 「５～９人」， ，

規模から「３０～４９人」規模までと「１００～１９９人」規模の構成比の
割合が上昇している。

（ ）第８表

第８表 従業者規模別事業所数、構成比及び増加率の推移
（ ） （ ）事 業 所 数 増加率 ％ 構 成 比 ％

平成8年 平成13年 8年～13年 平成8年 平成13年

総 数 141,768 135,383 ▲4.5 100.0 100.0

1～4 86,348 81,431 ▲5.7 60.9 60.1人

5～9人 27,255 26,100 ▲4.2 19.2 19.3

10～19人 15,785 15,232 ▲3.5 11.1 11.3

20～29人 5,137 5,143 0.1 3.6 3.8

30～49人 3,691 3,620 ▲1.9 2.6 2.7

50～99人 2,208 2,167 ▲1.9 1.6 1.6

100～199人 833 896 7.6 0.6 0.7

200～299人 239 236 ▲1.3 0.2 0.2

300人以上 272 253 ▲7.0 0.2 0.2

派遣・下請 － 305 － － 0.2
従業者のみ

派遣・下請従業者のみ」は，平成１３年から調査。「



- 14 -

（５） 地域別事業所数
① 地域別事業所数

全ての地域（５地域）で事業所数が減少

県内の事業所数を地域別に見ると，県南地域が３７，７３９事業所（構成
比２７．９％）で最も多く，次いで県西地域，県北地域，県央地域，鹿行地
域の順となっている。
地域別の増加率を見ると，全ての地域で事業所数が減少しており，県南地

域が３．３％減で最も減少率が小さくなっている。
また，地域別の構成比を見ると，県南地域だけが平成８年の２７．５％か

ら２７．９％へ上昇している。
（ ）第９表

第９表 地域別事業所数，構成比及び増加率
事 業 所 数 構 成 比（％） 増加率（％）

平成 ８年 平成１３年 平成８年 平成１３年 ８年～１３年

総 数 141,768 135,383 100.0 100.0 ▲4.5

市 部 計 85,722 81,293 59.3 60.0 ▲5.2
郡 部 計 56,046 54,090 40.7 40.0 ▲3.5
県 北 地 域 30,616 29,121 21.6 21.5 ▲4.9
県 央 地 域 27,392 26,191 19.3 19.3 ▲4.4
鹿 行 地 域 13,306 12,525 9.4 9.3 ▲5.9
県 南 地 域 39,039 37,739 27.5 27.9 ▲3.3
県 西 地 域 31,415 29,807 22.2 22.0 ▲5.1

② 市町村別事業所数

事業所数の減少した市町村が，前回調査の３７市町村から７１市町村へ
大幅増加

県内市町村（８４市町村）別に事業所数をみると，「水戸市」が１４，５９１
事業所（構成比１０．８％）で最も多く，次いで「日立市 「土浦市 「つ」， 」，
くば市」の順になっており 「神栖町」が平成８年に引き続き９位に入った以，
外は，すべて市部が上位を占めている。
また，前回調査と比較して増加した市町村は 「牛久市」が１２．４％増で，

最も高く，次いで「守谷町」が１１．９％増 「友部町」が１１．３％増 「下， ，
妻市」が８．２％増など，１２市町村となっている。
これに対し減少した市町村は 「大和村」が１８．７％減で最も高く，次い，

で「七会村」が１７．２％減，「河内町」が１２．３％減，「水府村」が
１２．３％減など，７１市町村となっている。

（第１０表，第１１表）
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第１０表 市町村別事業所数 ─ 上位１０市町村 ─

平 成 １３ 年 平 成 ８ 年 構成比（％）
順 位 市 町 村 名 事 業 所 数 順 位 事 業 所 数 １３年 ８年

─ 県 計 135,383 ─ 141,768 100.0 100.0

１ 水 戸 市 14,591 １ 15,395 10.8 10.9
２ 日 立 市 8,752 ２ 9,460 6.5 6.7
３ 土 浦 市 6,963 ３ 7,650 5.1 5.4
４ つ く ば 市 6,808 ４ 6,953 5.0 4.9
５ ひたちなか市 6,291 ５ 6,490 4.8 4.6
６ 下 館 市 3,709 ６ 4,007 2.7 2.8
７ 古 河 市 3,053 ７ 3,303 2.3 2.3
８ 取 手 市 2,897 ８ 3,043 2.1 2.1
９ 神 栖 町 2,870 ９ 2,996 2.1 2.1
１０ 龍 ケ 崎 市 2,635 １２ 2,741 1.9 1.9

第１１表 市町村別事業所数の増加率 ─ 上位１０市町村 ─

増 加 市 町 村 減 少 市 町 村
順 位 市町村名 増加率（％） 順 位 市町村名 増加率（％）
１ 牛 久 市 12.4 １ 大 和 村 ▲18.7
２ 守 谷 町 11.9 ２ 七 会 村 ▲17.2
３ 友 部 町 11.3 ３ 河 内 町 ▲12.3
４ 下 妻 市 8.2 ４ 水 府 村 ▲12.3
５ 藤 代 町 7.4 ５ 岩 瀬 町 ▲11.3
６ 東 町 6.8 ６ 麻 生 町 ▲10.2
７ 石 下 町 6.0 ７ 潮 来 市 ▲10.1
８ 岩 間 町 5.1 ８ 明 野 町 ▲ 9.9
９ 大 洋 村 1.7 ９ 真 壁 町 ▲ 9.7
１０ 霞ヶ浦町 1.4 １０ 八 郷 町 ▲ 9.3
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２ 従業者数

， ， （ ）実 数 １ ３０３ ８９０人 全国第１２位
， （ ）対前回増加数 ▲４１ １０５人 全国第３３位
． （ ）対前回増加率 ▲３ １％ 全国第１６位

（１） 従業者数の概要
① 従業者数の推移

従業者数が，昭和２６年(第３回調査）以来初めて減少

今回の調査による平成１３年１０月１日現在の茨城県における事業所の従
業者数は１，３０３，８９０人で，前回調査と比べて４１，１０５人減少し
た。これは，調査項目が整備され，現行の調査と調査結果が比較可能となっ
た昭和２６年（第３回調査）以来初めての減少である。
増加率の推移をみると，昭和６１年～平成３年は１４．１％（年率２．７

％）増，平成３年～８年は７．９％（年率１．５％）増と推移してきたが，
前回調査～今回調査では３．１％（年率０．６％）減となった。

（ ， ， ）第１２表 第４図 第５図

第１２表 従業者数の推移（昭和６１年～平成１３年）

昭和６１年 平成３年 平成８年 平成１３年

従 業 者 数 1,092,541 1,247,064 1,344,995 1,303,890

うち民営従業者数 982,378 1,135,428 1,226,987 1,180,885

うち国･地方公共団体 (※1)110,163 111,636 118,008 (※2)123,005

増 加 数 108,478 154,523 97,931 ▲41,105

増 加 率（％） 11.0 14.1 7.9 ▲3.1

年 率（％） 2.1 2.7 1.5 ▲0.6

指 数 平成８年＝１００ 81 93 100 97（ ）

(※1)旧日本国有鉄道（現ＪＲ各社）を含む。 (※2)独立行政法人を含む
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② 男女別従業者数の推移

女子従業者数の構成比の割合が増加

本県の従業者数を男女別に見ると，男子は，７６２，４３７人（構成比
５８．５％ ，女子は５４１，４５３人（構成比４１．５％）となり，女子の）
構成比は前回調査に比べ１．２ポイント増加した。
増加率は，男子は前回調査と比べて，５．１％減少しているのに対し，女

子は０．０％と横ばいとなっている。また，経営組織別に見ると，国・地方
公共団体の女子の従業者数が１０．３％増と高い増加率を示している。

（ ）第１３表

第５図　増加率の推移（昭和６１年～平成１３年）
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第１３表 男女別従業者数の推移

従 業 者 数 構 成 比 （％）

総 数 民 営 国・地方公共団体 総 数 民 営 国・地方公共団体

平 総 数 1,344,995 1,226,987 118,008 100.0 91.2 8.8

成

８ 男 803,404 728,087 75,317 59.7 54.1 5.6

年

女 541,591 498,900 42,691 40.3 37.1 3.2

平 総 数 1,303,890 1,180,885 123,005 100.0 90.6 9.4

成

１ 男 762,437 686,529 75,908 58.5 52.7 5.8

３

年 女 541,453 494,356 47,097 41.5 37.9 3.6

増 加 数 増 加 率 （％）

総 数 民 営 国・地方公共団体 総 数 民 営 国・地方公共団体

８ 総 数 ▲41,105 ▲46,102 4,997 ▲3.1 ▲3.8 4.2

～

13 男 ▲40,967 ▲41,558 591 ▲5.1 ▲5.7 0.8

年

女 ▲ 138 ▲ 4,544 4,406 0.0 ▲0.9 10.3

③ 全国における茨城県の状況

本県の従業者数は，前回調査と変わらず全国１２位

全国の従業者総数は６０，１５８，０４４人で，前回調査と比較して，
２，６２３，２０９人の減（４．２％減）となった。
茨城県の従業者数は，１，３０３，８９０人で全国第１２位（平成８年第

１２位），増加数では４１，１０５人の減少で全国第３３位（平成８年第
１０位 ，増加率では３．１％の減少で全国第１６位（平成８年第６位）であ）
る。

（第１４表，第１５表）
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第１４表 都道府県別従業者数と構成比

平 成 １３ 年 平 成 ８ 年 構成比（％）
順 位 都道府県名 従業者数 順 位 従業者数 １３年 ８年
－ 全 国 60,158,044 ─ 62,781,253 100.0 100.0

１ 東 京 都 8,608,794 １ 8,982,413 14.3 14.3
２ 大 阪 府 4,778,808 ２ 5,220,923 7.9 8.3
３ 愛 知 県 3,689,316 ３ 3,847,294 6.1 6.1
４ 神奈川県 3,374,752 ４ 3,529,736 5.6 5.6
５ 北 海 道 2,585,361 ５ 2,748,342 4.3 4.4
６ 埼 玉 県 2,556,596 ６ 2,591,583 4.2 4.1
７ 兵 庫 県 2,329,868 ７ 2,490,170 3.9 4.0
８ 福 岡 県 2,255,385 ８ 2,337,850 3.7 3.7
９ 千 葉 県 2,132,282 ９ 2,147,657 3.5 3.4
１０ 静 岡 県 1,887,611 １０ 1,938,349 3.1 3.1
１２ 茨 城 県 1,303,890 １２ 1,344,995 2.2 2.1

第１５表 都道府県別従業者数増加数及び従業者数増加率
─上位１０都道府県─

従業者数増加数 Ｈ８～Ｈ１３ 従業者数増加率（Ｈ８～Ｈ１３）（ ）
順 位 都道府県名 実 数 順 位 都道府県名 率（％）
─ 全 国 ▲2,623,209 ─ 全 国 ▲ 4.2

１ 沖縄県 16,536 １ 沖縄県 3.2
２ 滋賀県 4,635 ２ 滋賀県 0.8
３ 奈良県 ▲ 298 ３ 奈良県 ▲ 0.1
４ 鹿児島県 ▲ 8,925 ４ 千葉県 ▲ 0.7
５ 島根県 ▲ 9,485 ５ 鹿児島県 ▲ 1.2
６ 高知県 ▲ 10,627 ６ 埼玉県 ▲ 1.4
７ 山梨県 ▲ 11,163 ７ 宮城県 ▲ 1.5
８ 鳥取県 ▲ 11,430 ８ 青森県 ▲ 1.9
９ 青森県 ▲ 12,029 ９ 大分県 ▲ 2.2
１０ 大分県 ▲ 12,202 １０ 群馬県 ▲ 2.6
３３ 茨城県 ▲ 41,105 １６ 茨城県 ▲ 3.1
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（２）産業別従業者数
① 産業大分類別従業者数

前回調査に引き続き 「第２次産業」から「第３次産業」へ従業者が移行、

県内事業所の従業者数を産業大分類別にみると，｢サービス業」が
３５７，３５７人（構成比２７．４％）で最も多く，次いで「卸売・小売業，
飲食店 「製造業」の順となっている。」，
また，前回調査と比較して増加した産業（大分類）は 「農業」が３４．３，

％増と最も高く，次いで「漁業」７．５％増 「サービス業」５．２％増 「運， ，
輸・通信業」３．３％増など５産業となっている。

（ ） ，「 」 ． ，これに対し減少した産業 大分類 は 林業 が２８ ０％減と最も高く
次いで「鉱業」が２２．３％減 「金融・保険業」が１５．８％減など８産業，
となっている。
産業大分類別に構成比の推移をみると 「サービス業」が２．１ポイント上，

昇しているのに対し 「製造業」は２．３ポイント低下している。，
また，産業部門別の構成比は 「第１次産業」はほとんど変化がないのに対，

し，「第２次産業」は３．２ポイント減少している一方で「第３次産業」が
３．１ポイント増加している。

（ ， ）第１６表 第６図

第１６表 産業大分類別従業者数，構成比及び増加率の推移

従 業 者 数 増 加 率 構 成 比 （％）
産 業 大 分 類

平成８年 平成１３年 （％） 平成８年 平成１３年

全 産 業 1,344,995 1,303,890 ▲3.1 100.0 100.0

Ａ～Ｃ 第１次産業 4,984 6,255 25.5 0.4 0.5
Ａ 農 業 3,941 5,291 34.3 0.3 0.4
Ｂ 林 業 443 319 ▲28.0 0.0 0.0
Ｃ 漁 業 600 645 7.5 0.0 0.0

Ｄ～Ｆ 第２次産業 489,337 432,773 ▲11.6 36.4 33.2
Ｄ 鉱 業 1,304 1,013 ▲22.3 0.1 0.1
Ｅ 建 設 業 128,157 112,201 ▲12.5 9.5 8.6
Ｆ 製 造 業 359,876 319,559 ▲11.2 26.8 24.5

Ｇ～Ｍ 第３次産業 850,674 864,862 1.7 63.2 66.3
Ｇ 電・ガス・熱・水 6,965 6,388 ▲ 8.3 0.5 0.5
Ｈ 運 輸・通 信 業 74,813 77,291 3.3 5.6 5.9
Ｉ 卸・小売・飲食店 342,761 342,573 ▲ 0.1 25.5 26.3
Ｊ 金 融・保 険 業 35,069 29,511 ▲15.8 2.6 2.3
Ｋ 不 動 産 業 11,834 11,760 ▲ 0.6 0.9 0.9
Ｌ サ ー ビ ス 業 339,644 357,357 5.2 25.3 27.4
Ｍ 公 務 39,588 39,982 1.0 2.9 3.1
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② 産業小分類別従業者数の概要

増加した上位１５産業のうち９産業がサービス業

従業者数が５，０００人以上の産業（小分類）について従業者数を平成８
年と比較すると 「老人福祉事業」が８４．５％増と増加率がもっとも高く，，
次いで「労働者派遣業」が６４．４％増 「一般食堂」が４７．０％増となっ，
ている。
また，上位１５産業のうち９産業（ 老人福祉事業 「労働者派遣業 「保「 」， 」，
」，「 」，「 」，「 」，「 」，「 」，育所 一般診療所 建物サービス業 高等教育機関 美容業 病院

「他に分類されない事業サービス業 ）がサービス業に属している。」

（ ）第１７表
第１７表 従業者数が大幅に増加した産業

（従業者数５，０００人以上の産業小分類，従業者数の増加率上位１５産業）

順 従 業 者 数 事 業 所 数

位 産 業 小 分 類 実 数 増 加 率 実 数 増 加 率

1 老人福祉事業 7,037 84.5% 313 84.1%

2 労働者派遣業 5,812 64.4 62 72.2

3 一般食堂 15,267 47.0 2,094 2.8

4 医薬品・化粧品小売業 9,921 39.8 1,848 7.7

5 保育所 8,042 27.4 516 1.2

6 その他の飲食料品小売業※１ 5,322 24.6 1,698 10.4

7 一般診療所 11,563 21.9 1,139 7.3

8 酒場・ビヤホール 12,217 15.3 3,733 3.8

9 建物サービス業 11,909 14.5 332 20.3

10 高等教育機関 7,210 14.1 53 26.2

11 美容業 10,267 13.9 4,281 7.1

12 中華料理店 9,049 11.3 1,626 1.2

13 郵便業 8,445 11.1 465 1.1

14 病院 32,496 11.0 219 ▲7.2

15 他に分類されない事業サービス業※２ 10,757 10.8 551 17.5

※１ 持帰りの弁当屋，ハンバーガー店等

※２ ディスプレイ業，産業用設備洗浄業，看板書き業，商品展示所等

第６図　産業大分類別従業者数の構成比の推移
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減少した上位１５産業のうち，８産業は 「製造業 「卸売・小売業，飲， 」
食店」

同様に従業者数が大幅に減少した産業（小分類）をみると 「織物製外衣・，
シャツ製造業」が３５．６％減と最も大きく，次いで 「産業用電気機械器具，
製造業」が３０．９％減，「建築工事業（木造建築工事業を除く）」が
２９．６％減の順となっている。
また，上位１５産業のうち，８産業（ 織物製外衣・シャツ製造業 「産業「 」，

用電気機械器具製造業 「西洋料理店 「酒小売業 「電子計算機・同付属」， 」， 」，
品製造業 「セメント・同製品製造業 「一般産業用機械・装置製造業 「バ」， 」， 」，
ー・キャバレー・ナイトクラブ ）が「製造業 「卸売・小売業，飲食店」」， 」，
に属している。

（第１８表）

第１８表 従業者数が大幅に減少した業種

（従業者数５，０００人以上の産業小分類，従業者数の減少率が大きい上位１５産業）

順 従 業 者 数 事 業 所 数

位 産 業 小 分 類 実 数 増 加 率 実 数 増 加 率

1 織物製外衣・シャツ製造業 ※1 5,856 ▲35.6% 604 ▲29.8%

2 産業用電気機械器具製造業 ※2 18,104 ▲30.9 467 ▲16.6

3 建築工事業（木造建築工事業を除く） 5,952 ▲29.6 651 ▲28.9

4 西洋料理店 5,864 ▲29.5 633 ▲ 9.2

5 一般土木建築工事業 8,607 ▲27.7 576 ▲23.3

6 酒小売業 5,016 ▲22.7 1,721 ▲16.9

7 電子計算機・同付属品製造業 6,009 ▲22.3 56 12.0

8 セメント・同製品製造業 6,926 ▲21.0 318 ▲ 7.6

9 土木工事業 22,042 ▲20.4 2,108 ▲13.0

10 一般産業用機械・装置製造業 10,602 ▲17.9 333 ▲12.1

11 ゴルフ場 9,436 ▲17.5 141 ▲ 0.7

12 その他の専門サービス業 7,106 ▲16.4 736 3.2

13 バー・キャバレー・ナイトクラブ 10,649 ▲15.2 2,735 ▲20.6

14 銀行 8,877 ▲15.1 410 3.5

15 農林水産業協同組合 ※3 6,357 ▲14.6 392 ▲24.0

正式な産業分類項目名

※1 織物製（不綿布製及びレース製を含む）外衣・シャツ製造業（和式を除く）

※2 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業

※3 農林水産業協同組合（他に分類されないもの）
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（３） 経営組織別の従業者数

，「 」，「 」，ほとんどの組織で減少しているなかで 会社以外の法人 市町村
「地方公共団体その他」のみ増加

経営組織別に事業所数をみると，民営が１，１８０，８８５人（構成比
９０．６％)，国・地方公共団体が１２３，００５人（同９．４％）となって
いる。
民営の内訳は，個人経営が２１３，８９８人（同１６．４％）で，法人が

９６５，７０３人（同７４．１％）となっている。
一方，国・地方公共団体の内訳は国が３０，３１９人（同２．３％ ，独立）

行政法人が９，６２０人（同０．７％ ，地方公共団体が８３，０６６人（同）
６．４％）となっている。
経営組織別に増加率を見ると，会社以外の法人（社団法人，医療法人，社

会福祉法人等）が１１．２％増，地方公共団体その他（広域市町村圏事務組
合等）が６．８％増，市町村が３．９％増となっている一方で，外国会社が
９０．２％減，法人でない団体（後援会，同窓会，学会等）が４４．０％減，
合名・合資会社が２３．６％減となっている。
経営組織別に構成比の推移をみると，個人が１７．８％から１６．４％へ

と１．４ポイント低下しているのに対し，法人は７３．２％から７４．１％
へと０．９ポイント増加している。

（ ）第１９表
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第１９表 経営組織別従業者数，構成比の推移及び増加率

従 業 者 数 構 成 比 （％）増加率

平成８年 平成１３年 （％） 平成８年 平成１３年

総 数 1,344,995 1,303,890 ▲ 3.1 100.0 100.0

民営従業者数 1,226,987 1,180,885 ▲ 3.8 91.2 90.6

個 人 239,897 213,898 ▲10.8 17.8 16.4

法 人 984,797 965,703 ▲ 1.9 73.2 74.1

株 式 会 社 712,364 688,335 ▲ 3.4 53.0 52.8

有 限 会 社 172,325 170,047 ▲ 1.3 12.8 13.0

合名・合資会社 3,796 2,902 ▲23.6 0.3 0.2

相 互 会 社 8,909 7,519 ▲15.6 0.7 0.6

外 国 会 社 286 28 ▲90.2 0.0 0.0

会社以外の法人 87,117 96,872 11.2 6.5 7.4

法人でない団体 2,293 1,284 ▲44.0 0.2 0.1

国・地方公共団体 118,008 123,005 4.2 8.8 9.4

国 36,534 30,319 ▲17.0 2.7 2.3

独立行政法人 － 9,620 － － 0.7

地方公共団体 81,474 83,066 6.9 6.1 6.4

県 23,815 23,124 ▲2.9 1.8 1.8

市 町 村 53,496 55,595 3.9 4.0 4.3

そ の 他 4,163 4,447 6.8 0.3 0.3
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（４） 経営組織別，従業上の地位別従業者数，増加率及び構成比の推移

パートやアルバイトなどの正社員・正職員以外の常用雇用者が大幅な増加

従業者数を従業上の地位別に見ると，個人業主が７２，００４人（構成比
５．５％），家族従業者が２３，８５４人（同１．８％），有給役員が
７５，９３８人（同５．８％），常用雇用者が１，０９９，７７５人（同
８４．３％ ，臨時雇用者が３２，３１９人（同２．５％）となっており，常）
用雇用者と臨時雇用者を合わせた雇用者は１，１３２，０９４人で全従業者
の８６．８％を占めている。
従業上の地位別の増加率は，常用雇用者のうち正社(職)員以外が２２．７

％増と大幅な増加となっている。一方，家族従業者が１３．８％減，臨時雇
用者が２０．１％減と１０％を超える大幅な減少となっている。
また，従業上の地位別に構成比の推移をみると，常用雇用者のうち正社(職)
員以外が平成８年の２０．４％から平成１３年の２５．８％へと大きく上昇
しているのに対し，正社(職)員が６２．７％から５８．６％へと低下してい
る。
総数を男女別に見ると女子が男子を上回っているのは，家族従業者，常用

雇用者のうち正社(職)員以外及び臨時雇用者であり，特に家族従業者につい
ては男子の４倍以上となっている。

（第２０表）
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第２０表 経営組織及び従業上の地位別従業者数（その１）
従 業 者 数

平 成 ８ 年 平 成 １ ３ 年

総 数 男 女 総 数 男 女

1,344,995 803,404 541,591 1,303,890 762,437 541,453総 数

79,921 59,734 20,187 72,004 53,564 18,440個 人 業 主

27,668 5,026 22,642 23,854 4,667 19,187総 家族従業者

80,143 55,626 24,517 75,938 52,704 23,234有 給 役 員

1,157,263 683,018 474,245 1,132,094 651,502 480,592総 数

1,116,811 665,051 451,760 1,099,775 635,539 464,236雇 常用雇用者

842,902 581,563 261,339 763,586 538,770 224,816用 うち正社（職）員

273,909 83,488 190,421 336,189 96,769 239,420数 者 うち正社（職）員以外

40,452 17,967 22,485 32,319 15,963 16,356臨時雇用者

1,226,987 728,087 498,900 1,180,885 686,529 494,356総 数

79,921 59,734 20,187 72,004 53,564 18,440個 人 業 主

27,688 5,026 22,642 23,854 4,667 19,187民 家族従業者

80,143 55,626 24,517 75,938 52,704 23,234営 有 給 役 員

1,039,255 607,701 431,554 1,009,089 575,594 433,495事 総 数

1,000,673 590,195 410,478 980,267 560,252 420,015業 雇 常用雇用者

740,964 510,304 230,660 662,463 468,640 194,003所 用 正 社 員

259,709 79,891 179,818 317,804 91,612 226,012者 正社員以外

38,582 17,506 21,076 28,822 15,342 13,480臨時雇用者

118,008 75,317 42,691 123,005 75,908 47,097国 総 数
・

116,138 74,856 41,282 119,508 75,287 44,221地 常 用 雇 用 者
方

101,938 71,259 30,679 100,943 70,130 30,813公 正 職 員
共

14,200 3,597 10,603 18,565 5,157 13,408団 正職員以外
体

1,870 461 1,409 3,497 621 2,876等 臨 時 雇 用 者
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第２０表 経営組織及び従業上の地位別従業者数（その２）
増 加 率（％） 構 成 比 （％）

平成８年～平成１３年 平 成 ８ 年 平 成 １ ３ 年
総 数 男 女 総 数 男 女 総 数 男 女

3.1 5.1 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0総 数 ▲ ▲

9.9 10.3 8.7 5.9 7.4 3.7 5.5 7.0 3.4個 人 業 主 ▲ ▲ ▲

13.8 5.3 15.3 2.1 0.6 4.2 1.8 0.6 3.5総 家族従業者 ▲ ▲ ▲

5.2 5.3 5.2 6.0 6.9 4.5 5.8 6.9 4.3有 給 役 員 ▲ ▲ ▲

2.2 4.6 1.3 86.0 85.0 87.6 86.8 85.4 88.8総 数 ▲ ▲ ▲

1.5 4.4 2.8 83.0 82.8 83.4 84.3 83.3 85.7雇 ▲ ▲常用雇用者

9.4 7.4 14.0 62.7 72.4 48.3 58.6 70.7 41.5用 ▲ ▲ ▲うち正社(職)員

うち

22.7 15.9 25.7 20.4 10.4 35.2 25.8 12.7 44.2数 者 正社(職)員以外

20.1 11.2 27.3 3.0 2.2 4.2 2.5 2.0 3.0臨時雇用者 ▲ ▲ ▲

3.8 5.7 0.9 91.2 90.6 92.1 90.6 90.0 91.3総 数 ▲ ▲ ▲

9.9 10.3 8.7 5.9 7.4 3.7 5.5 7.0 3.4個 人 業 主 ▲ ▲ ▲

13.8 5.3 15.3 2.1 0.6 4.2 1.8 0.6 3.5民 家族従業者 ▲ ▲ ▲

5.2 5.3 5.2 6.0 6.9 4.5 5.8 6.9 4.3営 有 給 役 員 ▲ ▲ ▲

5.7 7.8 2.7 77.3 75.6 79.7 75.2 73.5 77.6事 総 数 ▲ ▲ ▲

2.0 5.1 2.3 74.4 73.5 75.8 75.2 73.5 77.6業 雇 常用雇用者 ▲ ▲

10.6 8.2 15.9 55.1 63.5 42.6 50.8 61.5 35.8所 用 正 社 員 ▲ ▲ ▲

22.4 14.7 25.7 19.3 9.9 33.2 24.4 12.0 41.7者 正社員以外

25.3 12.4 36.0 2.9 2.2 3.9 2.2 2.0 2.5臨 時 雇 用 者 ▲ ▲ ▲

4.2 0.8 10.3 8.8 9.4 7.9 9.4 10.0 8.7国 総 数
・

2.9 5.8 7.1 8.6 9.3 7.6 9.2 9.9 8.2地 常 用 雇 用 者
方

1.0 1.6 0.4 7.6 8.9 5.7 7.7 9.2 5.7公 正 職 員 ▲ ▲
共

30.7 43.3 26.5 1.1 0.4 2.0 1.4 0.7 2.5団 正職員以外
体

87.0 34.7 104.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.5等 臨 時 雇 用 者
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（５） 従業者規模別の従業者数

「３００人以上」規模の従業者数が大幅減少

従業者規模別に県内事業所の従業者数をみると，「１０～１９人」規模が
２０４，９２７人（構成比１５．７％）で最も多く，次いで「１～４人」，
「５～９人」の順になっている。
また、過去５年間の増加率をみると 「１００～１９９人」規模が８．２％，

増 「２０～２９人」規模が０．５％増となっているほかは，いずれの規模も，
減少している。特に前回調査で８．５％増加していた「３００人以上」規模
で１２．５％減と大幅に減少している。

，「 」，「 」 「 」構成比の推移をみると １～４人 ５～９人 規模及び ３００人以上
規模の割合が低下しているのに対して，「２０～２９人」から「２００～
２９９人」規模までの割合はいずれも増加している。

（ ）第２１表
第２１表 従業者規模別従業者数，構成比の推移及び増加率

従 業 者 数 増加率 構 成 比 （％）（ ）％

平成8年 平成13年 8～13年 平成8年 平成13年

総 数 1,344,995 1,303,890 ▲3.1 100.0 100.0

1～4人 188,529 178,493 ▲5.3 14.0 13.7

5～9人 177,111 169,778 ▲4.1 13.2 13.0

10～19人 211,540 204,927 ▲3.1 15.7 15.7

20～29人 121,836 122,455 0.5 9.1 9.4

30～49人 137,982 136,102 ▲1.4 10.3 10.4

50～99人 149,385 148,143 ▲0.8 11.1 11.4

100～199人 112,772 122,029 8.2 8.4 9.4

200～299人 57,299 57,078 ▲0.4 4.3 4.4

300人以上 188,541 164,885 ▲12.5 14.0 12.6
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（６） 地域別従業者数
① 地域別従業者数

県南地域の従業者数のみが増加

県内の従業者数を地域別（５地域）に見ると，県南地域が３９６，２６５
人（構成比３０．４％）で最も多く，次いで県北地域，県西地域，県央地域，
鹿行地域の順となっている。
地域別に増加率を見ると，県南地域だけが増加しており（０．７％増 、他）

地域は減少している。
地域別の構成比を見ると，県南，県央地域で上昇し，県北，県西，鹿行地

域で低下している。
（ ）第２２表

第２２表 地域別従業者数，構成比及び増加率

（ ）従 業 者 数 構 成 比（％） 増加率 ％

平成 ８年 平成１３年 平成８年 平成１３年 ８年～１３年

総 数 1,344,995 1,303,890 100.0 100.0 ▲3.1

市 部 計 855,218 822,132 62.7 63.1 ▲3.9
郡 部 計 489,777 481,758 37.5 36.9 ▲1.6

県 北 地 域 312,223 290,427 23.2 22.3 ▲7.0
県 央 地 域 254,367 247,317 18.9 19.0 ▲2.8
鹿 行 地 域 124,461 119,967 9.3 9.2 ▲3.6
県 南 地 域 393,677 396,265 29.3 30.4 0.7
県 西 地 域 260,267 249,914 19.4 19.2 ▲4.0

② 市町村別従業者数

従業者数の減少した市町村が，前回調査の１９市町村から５８市町村へ
大幅増加

県内市町村（８４市町村）別に事業所の従業者数をみると 「水戸市」が，
１５４，０６４人（構成比１１．８％）で最も高く，次いで「日立市 「つ」，
くば市 「土浦市」の順で続き，市部が上位を占めるなかで，大規模工業団」，
地がある「神栖町 「総和町」の２町がそれぞれ７位，１０位となっている。」，
また，前回調査と比較して増加した市町村は 「岩間町」が２８．９％増で，

最も高く，次いで「守谷町」が１６．１％増 「牛久市」が１４．９％増 「石， ，
下町」が１１．８％増など２６市町村となっている。
これに対し減少した市町村は 「大和村」が１５．８％減で最も高く，次い，

で「美和村」が１４．０％減，「河内町」が１３．３％減，「大子町」が
１３ ．３％減など５８市町村となっている。

（ ， ）第２３表 第２４表
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第２３表 市町村別従業者数 ─ 上位１０市町村 ─

平 成 １３ 年 平 成 ８ 年 構成比（％）
順 位 市 町 村 名 従 業 者 数 順 位 従 業 者 数 １３年 ８年

─ 県 計 1,303,890 ─ 1,344,995 100.0 100.0

１ 水 戸 市 154,064 １ 161,337 11.8 12.0
２ 日 立 市 103,730 ２ 118,386 8.0 8.8
３ つく ば 市 88,561 ３ 84,146 6.8 6.3
４ 土 浦 市 75,184 ４ 79,064 5.8 5.9
５ ひたちなか市 70,100 ５ 73,408 5.4 5.5
６ 下 館 市 33,542 ６ 35,958 2.6 2.7
７ 神 栖 町 33,072 ７ 34,387 2.5 2.6
８ 鹿 嶋 市 30,775 ８ 33,252 2.4 2.5
９ 取 手 市 28,573 １０ 29,378 2.2 2.2
１０ 総 和 町 28,513 ９ 31,458 2.2 2.3

第２４表 市町村別従業者数の増加率 ─ 上位１０市町村 ─

増 加 市 町 村 減 少 市 町 村
順 位 市町村名 増加率（％） 順 位 市町村名 増加率（％）
１ 岩 間 町 28.9 １ 大 和 村 ▲15.8
２ 守 谷 町 16.1 ２ 美 和 村 ▲14.0
３ 牛 久 市 14.9 ３ 河 内 町 ▲13.3
４ 石 下 町 11.8 ４ 大 子 町 ▲13.3
５ 龍ケ崎市 8.5 ５ 日 立 市 ▲12.4
６ 東 町 8.3 ６ 水 府 村 ▲11.5
７ 霞ヶ浦町 7.7 ７ 真 壁 町 ▲11.2
８ 五 霞 町 7.2 ８ 利 根 町 ▲10.1
９ 友 部 町 6.1 ９ 常 北 町 ▲ 9.8
１０ つくば市 5.2 １０ 桜 川 村 ▲ 9.8
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